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１．簡易入力システムの点検機能強化について

（１）点検機能強化の対応方針について

○簡易入力システムにおいて、点検機能強化に向けて検討対象とした125件の点検項目について、以下の3つの観点で

検討を行った。

観点 検討の方向性 点検項目数

①各様式の入力画面への
点検の追加

国保連合会（支払等システム）で実施している事務点検について、請求情報の入力
画面での点検を追加する。 104件

②請求明細書自動作成機能
の拡充

サービス提供実績記録票と請求明細書における算定回数の整合性チェックについ
て、請求明細書自動作成機能の対応範囲を拡充し、整合性のとれた請求情報が作
成されるようにする。

8件

③請求情報作成時の点検の
追加

国保連合会（支払等システム）で実施している事務点検のうち、請求情報間を突合す
る点検や、請求内容が重複しないことのチェックについて、請求情報作成時の点検を
追加する。

13件
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

（２）各様式の入力画面への点検の追加

○国保連合会（支払等システム）で実施している事務点検について、サービス提供実績記録票や請求明細書等の各種

請求情報の入力画面における点検を追加する。

＜例：【計画相談支援給付費請求書入力】画面の場合＞

【注意】画面【計画相談支援給付費請求書入力】画面

登録ボタンクリック時に入
力内容に対して点検を行っ
ており、可能な範囲で点検
を追加する。
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

No 分類 検討内容等 対応区分
点検

項目数
該当エラーコード

1 支払等システムと同
様の点検

支払等システムで実施している点検と同様の点検を追加する。
＜例＞
EG22では、提供年月における有効な支給決定情報を基に、終了年月日
が決定支給期間終了年月日以前であることを点検する。

対応する 15

EG22,EJ28,PB61,PS80,
PS84,PS86,PS87,PT31,
PT53,PT54,EG05,EJ08,
EJ16,PS63,PU11

2 対応済（※１） 1 EE75

3
新たに台帳情報の追
加が必要となる点検

簡易入力システムで点検を行うためには、台帳情報に新たに項目を追加
する必要があり、サービス提供事業所への新たな台帳情報の登録による
負担増が考えられるため、対応しない。
ただし、既に登録済みの台帳情報の内容で実施できる範囲では、点検を
追加する。

対応する 3 EG79,EG80,EG81

4 対応しない 9
EE12,EE42,EG19,EG86,
EN01,EN19,EN21,EN24,
EN25

5
国立施設に関する報
酬の点検

2018年度報酬改定の内容を踏まえた対応が必要となるため2018年5月
以降に対応要否を別途検討する。

2018年5月以降の
検討

6
PB14,PB15,PB16,PB19,
PJ58,PJ59

6
報酬改定による影響
が想定される点検

各種加算等報酬改定による影響が予想される点検について2018年度報
酬改定の内容を踏まえた対応が必要となるため2018年5月以降に対応
要否を別途検討する。

2018年5月以降の
検討

7
PB46,PB53,PB54,PJ72,
PJ73,PT44,PU13

7
初期値が自動設定さ
れる項目に関する点
検

当該点検については、基本情報の登録内容や請求明細書自動作成機能
により初期値が自動設定される項目であり、点検を追加したとしても意図
的に変更しない限り、エラーとはならないため、対応しない。

対応しない 15

EE19,EE28,EG14,
EG26,EG30,EG37,
EG72,EG74,EJ29,
EL56,PS30,EE22,
EE24,EG12,EL70

※１ 既に簡易入力システムの動作制御で対応している（基準該当事業所の場合は受給者の支給市町村の都道府県毎に請求情報を作成し、送付する）ため。

○「各様式の入力画面への点検の追加」について、点検機能強化に向けた検討結果は、以下のとおり。
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

No 分類 検討内容等 対応区分
点検

項目数
該当エラーコード

8

請求明細書自動作
成機能に対応してい
ない請求における算
定要件に関する点検

重度包括支援や特定基準該当事業所等に関する点検については、請求
事業所数、請求件数が少ないことから、請求明細書自動作成機能に対
応していないため、対応しない。

対応しない 9
PA94,PA95,PA96,
PA97,PA99,PB01,
PB39,PB59,PP36

9
廃止サービス等に
関する点検

既に廃止されたサービス等に関する点検のため、対応しない。 対応しない 27

EG25,EG33,EG64,
PA08,PA22,PA42,
PA43,PJ06,PJ08,
PJ09,PJ10,PJ11,
PJ15,PJ16,PJ20,
PJ21,PJ32,PJ33,
PJ39,EG44,EG46,
EJ12,EK42,EK43,
EK44,EK45,PA21

10
単位数表マスタの設
定に関する点検

単位数表マスタからサービスコード、単価等が取得できない場合の点検
であり、簡易入力システムでは考えられないケースであるため、対応しな
い。

対応しない 10

EE84,EE85,EE86,
EE87,EE88,EE93,
EF09,EF10,EF23,
EF24

11
地域生活支援事業で
のみ実施している点
検

地域生活支援事業でのみ実施している点検であり、2018年度に向けた
点検機能強化は障害福祉サービス及び障害児支援に関する対応を優
先するため、対応しない。

対応しない 2 EE46,EK19
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

（３）請求明細書自動作成への対応

○サービス提供実績記録票と請求明細書における算定回数の整合性チェックについて、請求明細書自動作成機能の対

応範囲を拡充し、整合性のとれた請求情報が作成されるようにする。

具体的には、請求明細書自動作成機能が未対応であった一部のサービス（地域移行支援、地域定着支援）について

対応を行う。

＜例：地域移行支援の初回加算の場合＞

サービス提供実績記録票を入力すること
により、請求明細書を自動作成する。

【請求明細書自動作成確認】画面【地域移行支援提供実績記録入力】画面

- 6 -



１．簡易入力システムの点検機能強化について

No 分類 検討内容等 対応有無
点検

項目数
該当エラーコード

1

加算の併給チェック、
サービス提供実績記録
票と請求明細書の算定
回数の整合性チェック

加算の併給チェック、サービス提供実績記録票と請求明細書との算定回数
の整合性チェックについては、請求明細書自動作成機能の対応範囲を拡
充し、整合性のとれた請求情報が作成されるように対応する。
なお、請求明細書自動作成に対応するサービスは、地域移行支援と地域
定着支援である。

対応する 8
EF21,PP52,PP53,PP54,
PP55,PP56,PP57,PP59

○「請求明細書自動作成への対応」について、点検機能強化に向けた検討結果は、以下のとおり。
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

（４）請求情報作成時の点検の追加

○国保連合会（支払等システム）で実施している事務点検のうち、請求情報間を突合する点検や、請求内容が重複しない

ことのチェックについて、請求情報作成時の点検を追加する。

【確認】画面【請求情報作成】画面
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１．簡易入力システムの点検機能強化について

No 分類 検討内容等 対応有無
点検

項目数

該当
エラー
コード

1
利用者負担上限額
管理結果票に関する
点検

上限額管理事業所において、利用者負担上限額管理結果票の提出が必要な場合に、
当該資料が作成されているかの点検を追加する。
また、利用者負担上限額管理結果票と請求明細書間で、上限額管理事業所の事業
所番号が存在しているか、管理結果及び金額が一致しているかの点検を追加する。

対応する 5
PP01,PP02,PP09,
PP12,PP20

2

契約情報に関する点
検

通所系サービスについて、対象サービスの実績記録票登録時に契約内容が登録さ
れているかの点検を追加し、請求情報作成時に必ず契約情報CSVを作成する。

対応する 1 EE26

3
請求情報作成時の請求内容や支給決定情報と契約情報の突合に関する点検につい
ては、請求情報作成時にも実施すべきかどうかについて、2018年5月以降に対応要
否を別途検討する。

2018年5月以降
の検討

4
EG28,EG61,
EG63,EN09

4
送信済みの請求情
報との重複チェック

支払等システムの事務点検における重複チェックでのエラーを抑止するため、国保連
合会へ請求情報を送信済みの場合、サービス提供事業所が取下げを行うまでは再
送信できないようシステムで制御することを検討したが、当該制御をすることにより操
作が制限され、請求できなくなるケースが発生する可能性が考えられるため、対応し
ない。

対応しない 3 EC01,EC08,EC09

○「請求情報作成時の点検の追加」について、点検機能強化に向けた検討結果は、以下のとおり。
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２．取込送信システムの点検機能強化について
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２．取込送信システムの点検機能強化について

（１）点検機能強化の対応方針について

○取込送信システムにおいて、点検機能強化に向けて検討対象としたとした421件の点検の内、第一段階で対応する

「単位数表マスタとの突合チェック」にかかる60件の点検について検討を行った。

（「請求情報内の整合性チェック」の361件は、第二段階での対応に向け、2018年度以降に別途、検討する。）

点検種類 対応方針 検討内容等 点検項目数

請求情報内の
整合性チェック

－ 2018年度以降に検討する。 361件

単位数表マスタとの
突合チェック

①支払等システムと
同様の点検を追加

取込送信システムに単位数表マスタを追加し、支払等システムで実施して
いる点検と同様の点検を追加する。

47件

②支払等システムの点検
内容を緩和して追加

台帳情報の内容が必要となる点検については、支払等システムで実施し
ている点検内容を緩和し、点検を追加する。

2件

対応しない

点検を実施するためには台帳情報が必要であるため、対応しない。
1件

（PT50）

地域生活支援事業の請求に対する点検であるため、対応しない。
5件

（EE46,EE49,EJ26,EK20,EK22）

既に廃止されたサービス等に関する点検のため、対応しない。
5件

（EE76,EE79,EG66,EG85,PT25）
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２．取込送信システムの点検機能強化について

（２）支払等システムと同様の点検を追加

○取込送信システムに単位数表マスタを追加し、支払等システムで実施している点検と同様の点検を追加する。

No 分類 対応内容
点検

項目数
該当エラーコード

1 サービスコード等の点検
請求情報に設定されているサービス種類コード、サービスコード、決定サービス
コードが単位数表マスタに存在し、有効期間内であることを点検する。

7 EE05,EE06,EE07,EE15,
EE16,EE18,EE21

2
単位数、単位数単価の
点検

請求明細書のサービスコードの単位数が単位数表マスタの単位数（あるいは加
算率）と一致していることを点検する。
単位数単価は、単価表マスタに設定されている単位数単価と一致していること
を点検する。

6 EE22,EE24,EE91,EE92,
EF15,EF17

3
決定サービスコードの点
検

請求明細書（明細情報）のサービスコードに該当する決定サービスコードが請求
明細書（契約情報）に存在することを点検する。

1 EE26

4 モニタリング日の点検
サービス利用計画作成費請求書、障害児相談支援給付費請求書でモニタリン
グ日に値がない場合、減算対象のサービスコード、または利用者負担上限額管
理加算のみのサービスコードであることを点検する。

1 EE35

5 各種加算の併給チェック 併給不可の加算をチェックする。 3 EE77,EE78,EF14

6 算定回数のチェック
サービスコードの算定回数制限を超えないことを点検する。
加算の算定回数が基本報酬の最大の回数以下であることを点検する。

6 EE40,EE80, EK25,PA33,
PA65,PA83

7
各種加算の算定可能回
数の点検

帰宅時支援加算等、算定可能回数が規定されている報酬について、算定回数
が上限を超えていないことを点検する。

7
PS88,PS90,PT26,PT27,
PT80,PU04,PU05

8 その他算定要件チェック 報酬の算定要件に一部適合していることをチェックする。 16

PA30,PA60,PA61,PA72,
PA81,PB45,PB57,PB58,
PJ63,PJ64,PJ65,PJ66,
PJ67,PJ68,PJ69,PJ78 
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２．取込送信システムの点検機能強化について

（３）支払等システムの点検基準を緩和して追加

○台帳情報の内容が必要となる点検については、支払等システムで実施している点検内容を緩和し、点検を追加する。

No 分類 対応内容
点検

項目数
該当エラーコード

1
基本報酬と加算の合計
回数チェック

基本報酬と加算の回数の合計が、暦日数を超えないこと等をチェックする。 2 EG16,EG21
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２．取込送信システムの点検機能強化について

（４）エラー発生時の画面及び帳票について

○単位数表マスタとの突合チェックにおいてエラーが発生した際の内容を通知するための画面及び帳票は、既存の画面

及び帳票に表示する。（なお、エラー内容については、分かり易いメッセージに見直しを行う。）

＜参考：エラー発生時の画面及び帳票＞
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３．請求時の点検機能強化による効果について
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３．請求時の点検機能強化による効果について

現 行 警告
243万件

エラー
59万件

見直し後

（推計）
エラー（返戻）

227万件
警告

80万件

※エラー・警告について、2015年4月受付～2016年3月受付分を基に集計

※請求時の点検機能強化後のエラー（返戻）件数の試算方法は、サービス提供事業所の簡易入力システム及び取込送信システムの利用割合が約半々であることを踏まえ、

以下のとおりとした。（警告件数についても同様）

「請求時の点検機能強化後」のエラー（返戻）件数 ＝ 「見直し後」のエラー（返戻）件数

－ 簡易入力システムにおいて対応有無が「対応する」、「一部対応する」、「2018年4月に再検討」、 「今後の動向を踏まえて再検討」であるチェックのエラー（返戻）件数÷２

－ 取込送信システムにおいて対応有無が「対応する」、「一部対応する」、「2018年4月に再検討」、 「今後の動向を踏まえて再検討」であるチェックのエラー（返戻）件数÷２

正常⇒返戻件数

5万件

警告（重度） 46万件

警告 34万件

全体 307万件

エラー（返戻）
約206万件

（約－21万件）

警告
約52万件

（約－28万件）

警告（重度） 約34万件（－約12万件）

警告 約18万件（－約16万件）

請求時の

点検機能強化後

（推計）

全体 約258万件

○請求時の点検機能強化を行うことにより、請求時にエラーとなることで、サービス提供事業所は早期に請求情報を修正

することが可能となり、国保連合会の一次審査によるエラー（返戻）及び警告の件数が減少することが見込まれる。
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４．「新たなチェックの追加」に伴う対応について
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４．「新たなチェックの追加」に伴う対応について

（１）「新たなチェックの追加」への対応方針について

○一次審査におけるチェックの拡充・強化に向け、支払等システムで「新たなチェックの追加」として検討している以下の

点検について、簡易入力システムでも同様に追加できるものについて検討を行った。

観点 検討の方向性

①基準該当事業所の報酬
に対する算定要件チェック

基準該当事業所において請求ができない加算について、サービス提供実績記録票で点検を行う。

また、請求明細書自動作成にて該当の加算が自動作成されないよう対応する。

②請求明細書とサービス提供実績
記録票の回数の整合性チェック
の強化

請求明細書自動作成にて請求明細書とサービス提供実績記録票における回数の整合性が一致す
るようになっているが、今回の支払等システムの対応により、簡易入力システムの請求明細書自動
作成の仕様に変更が必要なものについては、対応を行う。

③同一日・同一利用時間帯の重複
サービス利用チェック

支払等システムで新たに追加される点検で、様式内での点検の実施が可能なものについて対応を
行う。
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４．「新たなチェックの追加」に伴う対応について

（２）基準該当事業所の報酬に対する算定要件チェック

○基準該当事業所における各種報酬に対する算定要件チェックを強化するため、サービス提供実績記録票、請求明細書

自動作成機能及び相談支援給付費請求書において、以下の対応を行う。

対応区分 対応内容 対応機能

サービス提供実績記録票の対応
サービス提供実績記録票に設定する各種加算の提供実
績について、基準該当事業所において算定できない加
算の実績が入力されていないことを点検する。

・生活介護サービス提供実績記録入力
・短期入所サービス提供実績記録入力
・自立訓練(機能訓練)サービス提供実績記録入力
・自立訓練(生活訓練)サービス提供実績記録入力
・就労継続支援サービス提供実績記録入力
・児童発達支援提供実績記録入力
・放課後等デイサービス提供実績記録入力

請求明細書自動作成機能の対応

請求明細書自動作成機能において、基準該当事業所の
場合に算定できない報酬については、自動作成されな
いよう対応する。
なお、事業所情報（基本情報）の内容に誤りがある場
合、【基本情報入力内容確認】画面で警告表示を行う。

・請求明細書自動作成
・基本情報入力内容確認

相談支援給付費請求書の対応
相談支援給付費請求書について、基準該当事業所にお
いて算定できない報酬が入力されていないことを点検す
る。

・特例計画相談支援給付費請求書
・特例障害児相談支援給付費請求書
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４．「新たなチェックの追加」に伴う対応について

（３）請求明細書とサービス提供実績記録票の回数の整合性チェックの強化

○障害福祉サービス、障害児支援の各サービスの加算について、請求明細書とサービス提供実績記録票の回数の整合

性チェックの強化を行うため、請求明細書自動作成時、または請求明細書の回数に関する点検を追加する。

点検 カテゴリ 支払等システムでの点検内容 簡易入力システムでの対応内容

点検①
回数が算定可能回数
以下であるかの点検

・単位数表マスタの算定回数制限、
算定期間制限の設定内容を元に、
回数の点検を行う。

・当該月の日数、原則の日数以下
の回数であるかの点検を行う。

・支払等システムでの対応に併せて、新たに単位数表マスタに算定回数制限
の設定が行われた加算について、請求明細書自動作成機能、請求明細書の
入力画面での点検を追加する。

・当該月の日数、原則の日数以下であるかの点検を、請求明細書自動作成機
能に追加する。

点検②
加算の回数が基本報
酬の回数以下である
かの点検

・一部の加算について、加算の回数
が、基本報酬の回数以下であるか
の点検を行う。

・一部の加算について、加算の回数
が、暦の日数以下であるかの点検
を行う。

支払等システムで対応する加算について、請求明細書自動作成機能にて、
サービス提供実績記録票の入力をもとに基本報酬の回数で加算を自動作成す
る。回数の手入力が可能な加算の場合は、加算の回数が基本報酬の回数以
下であることの点検を追加する。
なお、療養介護についてはサービス提供実績記録票が不要であるため、請求
明細書の入力画面での点検を追加する。

点検③
加算の回数が他の加
算の回数以下である
かの点検

一部の加算について、加算の回数
が、他の加算の回数以下であるか
の点検を行う。

請求明細書自動作成機能における、加算の回数が関係する他の加算の回数
以下で入力されているかの点検については、今回支払等システムに新たに追
加される点検がすべて簡易入力システムで実施済みであるため、新たに対応
はしない。
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４．「新たなチェックの追加」に伴う対応について

（４）同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック

サービス
支払等システムでの点検内容 簡易入力システムでの対応内容

チェック詳細 判定レベル チェック詳細 判定レベル

居宅介護
同一日で、サービス提供時間の重複する時間帯について、複数の
サービスを利用していないこと。

警告
（重度）

支払等システムと同様 警告

居宅介護
同行援護

同一日で、サービス提供時間の重複する時間帯について、派遣人
数の和が３人未満であること。

警告
（重度）

支払等システムと同様 警告

サービス提供の間隔が２時間未満の場合、「提供通番」は同一番
号が設定されていること。

警告
（重度）

支払等システムと同様 警告

重度包括
サービス内容が「重度訪問介護」、「行動援護」の場合、同一サー
ビス内容、同一日で、サービス提供時間の重複する時間帯につい
て、派遣人数の和が3人未満であること。

警告
（重度）

支払等システムと同様 警告

○同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェックの強化を行うため、簡易入力システムのサービス提供実績記録

票入力画面で以下の点検を追加する。
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【参考】検討対象のエラーコード
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【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

1
①各様式の入
力画面への点
検の追加

支払等システム
と同様の点検

EG22
※資格：請求明細書のサービス開始日等の「終了年月日」が受給者台帳の「決定支給期間（終了年月日）」
を超えています

対応する

2 EJ28
★受付：上限額管理結果票の項番１に上限額管理事業所以外が設定されています（相談支援事業所を除
く）

対応する

3 PB61
※受付：緊急短期入所受入加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月
であることが必要です

対応する

4 PS80 ※受付：実績記録票の重度包括の「当該月の日数」が受給者台帳の決定支給期間を超えています 対応する

5 PS84
※受付：重度包括の実績記録票の「サービス内容」に同一日付で「短期入所」、または「共同生活援助」の
明細が２件以上存在しています

対応する

6 PS86 ▲受付：入院、または外泊時に、実費算定の「夕食」が設定されています 対応する

7 PS87 ▲受付：入院、または外泊時に、実費算定の「光熱水費」が設定されています 対応する

8 PT31 ★受付：実績記録票の重度包括の「適用単価」が既定の単価と一致していません 対応する

9 PT53 ▲受付：入院、または外泊時に、「朝食」が算定されています 対応する

10 PT54 ▲受付：入院、または外泊時に、「昼食」が算定されています 対応する

11 EG05
資格：請求情報の上限額管理事業所番号が受給者台帳の「利用者負担上限額情報・上限額管理事業所
番号」と一致していません

対応する

12 EJ08 受付：管理結果と管理結果後利用者負担額の関係が不正です 対応する

13 EJ16 受付：請求明細書の上限額管理事業所の「管理結果」と「管理結果額」の関係が不正です 対応する

14 PS63
受付：実績記録票の提供実績の合計の「施設外支援 当月（日）」が「施設外支援 累計（日／１８０日）」を
超えています

対応する

15 PU11 受付：提供実績の合計の「施設外支援 当月（日）」が「施設外支援 累計（日／１８０日）」を超えています 対応する

16 EE75 受付：請求情報に他県の市町村番号が設定されています 対応しない

17
新たに台帳情
報の追加が必
要となる点検

EG79
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の給付費等の額の特例情報が登録されてい
ません

対応する

18 EG80
資格：障害児支援受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の給付費等の額の特例情報が登
録されていません

対応する

19 EG81
資格：障害児支援受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の給付費等の額の特例情報が登
録されていません

対応する

20 EE12 受付：市町村台帳にサービス提供年月時点で有効な行政区情報が登録されていません 対応しない

21 EE42 受付：該当の基準該当事業所は利用者負担上限額管理が行えません 対応しない

22 EG19 資格：独自助成対象外の受給者です 対応しない

23 EG86 資格：受給者台帳の「所得区分」が「その他」の受給者です 対応しない
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【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

24
①各様式の入
力画面への点
検の追加

新たに台帳情
報の追加が必
要となる点検

EN01
資格：請求明細書の「自治体助成分請求額」が「決定利用者負担額」と市町村の独自助成情報の「助成率」
を乗じた額と一致していません

対応しない

25 EN19 資格：請求明細書の請求額集計欄の「自治体助成請求額」が「決定利用者負担額」を超えています 対応しない

26 EN21
資格：請求額集計欄の「利用者負担額②」が「1割相当額」、または受給者台帳の給付費等の額の特例情
報「市町村が定める額」と一致していません

対応しない

27 EN24
資格：請求明細書の請求額集計欄の「利用者負担額②」が障害児支援受給者台帳の「多子軽減対象区
分」に応じた値と一致していません

対応しない

28 EN25
資格：請求明細書の請求額集計欄の「利用者負担額②」が受給者台帳の給付費等の額の特例情報「都道
府県等が定める額」と一致していません

対応しない

29
国立施設に関
する報酬の点
検

PB14
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善加算は算定できませ
ん

今後の検討

30 PB15
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定でき
ません

今後の検討

31 PB16
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」、または「国立施設」のため、送迎加算は算定でき
ません

今後の検討

32 PB19
※受付：事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」、または「国立施設」のため、送迎加算（重度）は
算定できません

今後の検討

33 PJ58
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善加算は算定でき
ません

今後の検討

34 PJ59
※受付：障害児施設台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、福祉・介護職員処遇改善特別加算は算
定できません

今後の検討

35
報酬改定による
影響が想定され
る点検

PB46 ※受付：台帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求です 今後の検討

36 PB53
▲受付：事業所台帳の「開所時間減算の有無」が「有り」のため、開所時間減算後の報酬の請求が必要で
す

今後の検討

37 PB54 ▲受付：事業所台帳の「開所時間減算区分」の登録内容に該当する請求ではありません 今後の検討

38 PJ72
▲受付：障害児施設台帳の「開所時間減算の有無」が「有り」のため、開所時間減算後の報酬の請求が必
要です

今後の検討

39 PJ73 ▲受付：障害児施設台帳の「開所時間減算区分」の登録内容に該当する請求ではありません 今後の検討

40 PT44
※受付：施設外支援が算定されている日に食事提供加算、訪問支援特別加算、または欠席時対応加算
が算定されています

今後の検討

41 PU13
※受付：移行準備支援体制加算が算定されている日に食事提供加算、訪問支援特別加算、または欠席時
対応加算が算定されています

今後の検討

- 27 -



【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

42 ①各様式の入
力画面への点
検の追加

初期値が自動
設定される項目
に関する点検

EE19 ※受付：請求明細書の利用日数管理票の対象期間が事業所台帳の登録内容と一致していません 対応しない

43 EE28 ※受付：事業所台帳に利用日数特例情報が登録されていません 対応しない

44 EG14
※資格：請求明細書の「特定入所障害児食費等給付費・算定日額」が障害児支援受給者台帳の補足給付
情報の「補足給付額（日額）」を超えています

対応しない

45 EG26 ▲資格：請求情報の利用者負担上限月額が受給者台帳の「利用者負担上限月額」と一致していません 対応しない

46 EG30
※資格：請求明細書の特定障害者特別給付費の「算定日額」が受給者台帳の補足給付情報の「補足給付
額（日額）」を超えています

対応しない

47 EG37
▲資格：利用者負担上限月額が障害児支援受給者台帳の「利用者負担上限額情報・利用者負担上限月
額」と一致していません

対応しない

48 EG72
※資格：請求明細書の特定障害者特別給付費の「算定日額」が受給者台帳の補足給付情報の「補足給付
額（日額）」未満です

対応しない

49 EG74
※資格：請求明細書の特定入所障害児食費等給付費の「算定日額」が障害児支援受給者台帳の補足給
付情報の「補足給付額（日額）」未満です

対応しない

50 EJ29 ★受付：請求額集計欄の「サービス利用日数」の合計が「サービス開始日等・利用日数」を超えています 対応しない

51 EL56 ★受付：請求明細書の「サービス提供年月」が利用日数管理票の対象期間外です 対応しない

52 PS30 ※受付：算定時間数の計算値が不正です 対応しない

53 EE22 受付：規定の単位数を超えた請求です 対応しない

54 EE24 受付：「単位数単価」が事業所台帳の登録内容に基づく値と一致していません 対応しない

55 EG12
資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上限月額情報が登録されてい
ません

対応しない

56 EL70 受付：請求明細書の利用日数管理票の期間が９９９ヶ月を超えています 対応しない

57
請求明細書自
動作成機能に
対応していない
請求における算
定要件に関する
点検

PA94
※受付：事業所台帳の「利用定員数」、または「児童発達支援管理責任者専任加算の有無」の登録内容に
該当する請求ではありません

対応しない

58 PA95
※受付：事業所台帳の「利用定員数」、または「職業指導員体制の有無」の登録内容に該当する請求では
ありません

対応しない

59 PA96 ※受付：事業所台帳の「利用定員数」の登録内容に該当する看護師配置加算の請求ではありません 対応しない

60 PA97
※受付：事業所台帳の「利用定員数」、または「心理担当職員配置加算の有無」の登録内容に該当する請
求ではありません

対応しない

61 PA99
※受付：事業所台帳の重度知的障害児収容棟設置、または肢体不自由児施設重度病棟設置が「無し」の
ため、重度障害児支援加算は算定できません

対応しない
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【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

62
①各様式の入
力画面への点
検の追加

請求明細書自
動作成機能に
対応していない
請求における算
定要件に関する
点検

PB01
※受付：事業所台帳の「小規模グループケア加算の有無」が「無し」のため、小規模グループケア加算は算
定できません

対応しない

63 PB39 ※受付：特定基準該当事業所で算定可能な報酬ではありません 対応しない

64 PB59
※受付：事業所台帳の「重度障害者（児）支援加算（強度行動障害）の有無」が「無し」のため、重度障害児
支援加算（強度行動）は算定できません

対応しない

65 PP36 ★支給量：重度包括支援の単位数が実績記録票と請求明細書で一致していません 対応しない

66 廃止サービス等
に関する点検

EG25 ※資格：受給者台帳記載の給付率と一致しません 対応しない

67 EG33 ※資格：障害児支援受給者台帳記載の給付率と一致しません 対応しない

68 EG64 ※資格：給付率が９０％以外は誤りです 対応しない

69 PA08 ※受付：新事業移行時特別加算の算定要件を満たしていません 対応しない

70 PA22 ※受付：夜間支援体制加算（小規模）算定要件を満たしていません 対応しない

71 PA42 ※資格：相互利用対象者区分の算定要件を満たしていません 対応しない

72 PA43 ※資格：特定旧法受給者区分の算定要件を満たしていません 対応しない

73 PJ06 ※受付：栄養管理体制区分の算定要件を満たしていません 対応しない

74 PJ08 ※受付：小規模加算区分１の算定要件を満たしていません 対応しない

75 PJ09 ※受付：小規模加算区分２の算定要件を満たしていません 対応しない

76 PJ10 ※受付：職業指導員加算１の算定要件を満たしていません 対応しない

77 PJ11 ※受付：職業指導員加算２の算定要件を満たしていません 対応しない

78 PJ15 ※受付：小規模加算区分３の算定要件を満たしていません 対応しない

79 PJ16 ※受付：職業指導員加算３の算定要件を満たしていません 対応しない

80 PJ20 ※受付：栄養管理体制加算基準１の算定要件を満たしていません 対応しない

81 PJ21 ※受付：栄養管理体制加算基準２の算定要件を満たしていません 対応しない

82 PJ32 ※資格：相互利用対象者区分の算定要件を満たしていません 対応しない

83 PJ33 ※受付：相互利用体制の算定要件を満たしていません 対応しない

84 PJ39
※受付：障害児施設台帳の「入所定員数」を超えた小規模加算、または「小規模加算体制の有無」が「無
し」のため、算定できません

対応しない

85 EG44 資格：法第三十一条に基づく給付率の有効期間外の受給者です 対応しない

- 29 -



【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

86
①各様式の入
力画面への点
検の追加

廃止サービス等
に関する点検

EG46
資格：障害児支援受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の給付費等の額の特例情報が登
録されていません

対応しない

87 EJ12 受付：事業・移行時運営安定化の給付率が１００と一致しません 対応しない

88 EK42
受付：当該サービス種類の場合、請求明細書の特定入所障害児食費等給付費の「算定日額」は設定でき
ません

対応しない

89 EK43
受付：当該サービス種類の場合、請求明細書の特定入所障害児食費等給付費の「日数」は設定できませ
ん

対応しない

90 EK44
受付：当該サービス種類の場合、請求明細書の特定入所障害児食費等給付費の「給付費請求額」は設定
できません

対応しない

91 EK45
受付：当該サービス種類の場合、請求明細書の特定入所障害児食費等給付費の「実費算定額」は設定で
きません

対応しない

92 PA21 受付：小規模事業加算の算定要件を満たしていません 対応しない

93 単位数表マスタ
の設定に関する
点検

EE84 ※受付：入院時支援特別加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

94 EE85 ※受付：家庭連携加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

95 EE86 ※受付：訪問支援特別加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

96 EE87 ※受付：帰宅時支援加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

97 EE88 ※受付：入院・外泊加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

98 EE93 ※受付：欠席時対応加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

99 EF09 受付：体験利用加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

100 EF10 受付：体験宿泊加算に該当する単位数表が存在していません 対応しない

101 EF23 ※受付：事業所台帳の対象サービス種類の情報では単位数単価を特定できません 対応しない

102 EF24 ※受付：障害児施設台帳の対象サービス種類の情報では単位数単価を特定できません 対応しない

103
地域生活支援
事業でのみ実
施している点検

EE46
※受付：請求額集計欄の「給付率」に市町村の定める地域生活支援単位数表と異なる値が設定されていま
す

対応しない

104 EK19
※受付：請求明細書の請求額集計欄の「給付率に基づく・利用者負担額②」が「決定利用者負担額」を超え
ています

対応しない

105 ②請求明細書
自動作成への
対応または請
求明細書上の
点検の強化

加算の併給
チェック、サービ
ス提供実績記録
票と請求明細書
の算定回数の整
合性チェック

EF21 ★受付：集中支援加算と退院・退所月加算は同一月に算定できません 対応する

106 PP52
▲支給量：請求明細書の地域移行体験利用加算の「回数」の合計が実績記録票の地域移行体験利用加
算の算定回数の合計と一致していません

対応する

107 PP53
▲支給量：請求明細書の地域移行体験宿泊加算Ⅰの「回数」の合計が実績記録票の地域移行体験宿泊
加算Ⅰの算定回数の合計と一致していません

対応する
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【参考１】簡易入力システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

108
②請求明細書
自動作成への
対応または請
求明細書上の
点検の強化

加算の併給
チェック、サービ
ス提供実績記
録票と請求明細
書の算定回数
の整合性チェッ
ク

PP54
▲支給量：請求明細書の地域移行体験宿泊加算Ⅱの「回数」の合計が実績記録票の地域移行体験宿泊
加算Ⅱの算定回数の合計と一致していません

対応する

109 PP55
★支給量：地域移行集中支援加算を算定する場合、実績記録票の「合計 算定日数（日）」が６日以上であ
ることが必要です

対応する

110 PP56
★支給量：地域移行退院・退所月加算を算定する場合、実績記録票の地域移行加算の「退所日（年月
日）」の設定が必要です

対応する

111 PP57
★支給量：請求明細書の緊急時支援の「回数」の合計が実績記録票の緊急時支援の算定回数の合計と一
致していません

対応する

112 PP59
★支給量：請求明細書の地域移行の「回数」の合計が「１」以上の場合、実績記録票の「合計 算定日数
（日）」は「２」以上であることが必要です

対応する

113 ③請求情報作
成時の点検の
追加

利用者負担上
限額管理結果
票に関する点検

PP01 ※支給量：上限額管理結果が上限額管理結果票と明細書で不一致 対応する

114 PP02 ※支給量：利用者負担額が上限額管理結果票と明細書で不一致 対応する

115 PP09 ※支給量：総費用額が上限額管理結果票と明細書で不一致 対応する

116 PP12 ※支給量：管理結果利用者負担が管理結果票と明細書で不一致 対応する

117 PP20 ※支給量：明細書に該当する上限額管理結果票が届いていません 対応する

118 契約情報に関
する点検

EE26 ※受付：当該サービスの報酬に該当する事業所との契約情報が存在していません 対応する

119 EG28 ※資格：請求明細書の「契約支給量」が受給者台帳の「決定支給量」を超えています 対応しない

120 EG61 ※資格：該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効期間内ではありません 対応しない

121 EG63 ※資格：事業所との契約情報に該当する受給者台帳の支給決定情報が登録されていません 対応しない

122 EN09 ※資格：請求明細書のサービス提供量が「契約支給量」を超えています 対応しない

123 送信済みの請
求情報との重複
チェック

EC01 受付：該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています 対応しない

124 EC08 受付：該当の利用者負担上限額管理結果票は既に受付済です 対応しない

125 EC09 受付：修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません 対応しない
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【参考２】取込送信システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

1 ①支払等システ
ムと同様の点検
を追加

サービスコード
等の点検

EE05 受付：サービス種類として使用できない値が設定されています 対応する

2 EE06 受付：決定サービスコードとして使用できない値が設定されています 対応する

3 EE07 受付：サービスコードとして使用できない値が設定されています 対応する

4 EE15 受付：サービス提供年月時点で算定可能なサービスコードではありません 対応する

5 EE16 受付：サービス提供年月時点で算定可能なサービス種類ではありません 対応する

6 EE18 受付：サービス提供年月時点で有効な決定サービスコードではありません 対応する

7 EE21 受付：相談支援で算定可能なサービスコードではありません 対応する

8 単位数、単位数
単価の点検

EE22 受付：規定の単位数を超えた請求です 対応する

9 EE24 受付：「単位数単価」が事業所台帳の登録内容に基づく値と一致していません 対応する

10 EE91 受付：特別地域加算のサービス単位数が算定可能単位数を超えています 対応する

11 EE92 受付：特定事業所加算のサービス単位数が算定可能単位数を超えています 対応する

12 EF15 受付：福祉・介護職員処遇改善加算のサービス単位数が算定可能単位数を超えています 対応する

13 EF17 受付：福祉・介護職員処遇改善特別加算のサービス単位数が算定可能単位数を超えています 対応する

14
決定サービス
コードの点検

EE26 ※受付：当該サービスの報酬に該当する事業所との契約情報が存在していません 対応する

15
モニタリング日
の点検

EE35 ★受付：モニタリング日が設定されていません 対応する

16 各種加算の併
給チェック

EE77 受付：長期入院時支援特別加算と入院時支援特別加算は同一月に算定できません 対応する

17 EE78 受付：長期帰宅時支援加算と帰宅時支援加算は同一月に算定できません 対応する

18 EF14 受付：福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算は同一月に算定できません 対応する

19 算定回数の
チェック

EE40 受付：当該サービスの報酬における算定可能回数を超えています 対応する

20 EE80 受付：当該サービスの報酬における算定可能回数を超えています 対応する

21 EK25
受付：短期入所サービスの重度障害者支援加算の回数が福祉型短期入所サービス費の回数（合計）を超
えています

対応する

22 PA33 ★受付：移動介護加算の「回数」を合計した回数が当該月の日数を超えています 対応する

23 PA65 受付：新事業移行時特別加算の算定可能回数を超えています 対応する

24 PA83 受付：療養食加算、経口移行加算、または経口維持加算の「回数」の合計が当該月の日数を超えています 対応する
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【参考２】取込送信システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

25
①支払等システ
ムと同様の点検
を追加

各種加算の算
定可能回数の
点検

PS88
★受付：実績記録票の提供実績の合計の「帰宅時支援加算（回）（算定回数）」が算定可能回数を超えてい
ます

対応する

26 PS90
★受付：実績記録票の提供実績の合計の「実績 家庭連携加算（回）（算定回数）」が算定可能回数を超え
ています

対応する

27 PT26
★受付：実績記録票の提供実績の合計の「入院時支援特別加算（回）（算定回数）」が算定可能回数を超え
ています

対応する

28 PT27
★受付：実績記録票の提供実績の合計の「訪問支援特別加算（回）（算定回数）」が算定可能回数を超えて
います

対応する

29 PT80 ★受付：「サービス提供の状況」が「欠席（欠席時対応加算）」の件数が算定可能回数を超えています 対応する

30 PU04 ★受付：体験利用加算が算定可能回数を超えています 対応する

31 PU05 ★受付：体験宿泊加算が算定可能回数を超えています 対応する

32 その他算定要
件チェック

PA30 ★受付：生活訓練サービスの利用期間に応じた請求ではありません 対応する

33 PA60
▲受付：初期加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月、またはその
前月であることが必要です

対応する

34 PA61
▲受付：入所時特別支援加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月、
またはその前月であることが必要です

対応する

35 PA72
▲受付：初回加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月であることが必
要です

対応する

36 PA81
※受付：短期利用加算を算定する場合、サービス提供年月がサービス開始年月日の年月と同月、または
その翌月であることが必要です

対応する

37 PB45
※受付：受託居宅介護サービス費を請求する場合、外部サービス利用型共同生活援助サービス費の請求
が必要です

対応する

38 PB57
★受付：福祉専門職員等連携加算を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始年月日から９０日
以内の年月であることが必要です

対応する

39 PB58
★受付：行動障害支援連携加算を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始年月日から３０日以
内の年月であることが必要です

対応する

40 PJ63 受付：激変緩和（特対）、事業運営安定化、新体系定着支援は請求不可 対応する

41 PJ64
★受付：有期有目的（９１～１８１日目）の報酬を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始から９１
～１８０日の年月であることが必要です

対応する

42 PJ65
★受付：有期有目的（最初の９０日）の報酬の「回数」の合計がサービス開始年月日より起算した日数を超
えています

対応する

43 PJ66
★受付：有期有目的（最初の９０日）の報酬を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始から９０日
目の年月以前であることが必要です

対応する
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【参考２】取込送信システムにおける検討対象のエラーコードについて

No 対応方針 分類
エラー
コード

エラーメッセージ（見直し後） 対応有無

44
①支払等システ
ムと同様の点検
を追加

その他算定要
件チェック

PJ67
★受付：有期有目的（９１日目から１８１日目）の報酬の「回数」の合計がサービス開始年月日より起算した
日数を超えています

対応する

45 PJ68
★受付：有期有目的の報酬を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始から１８０日目の年月以前
であることが必要です

対応する

46 PJ69
★受付：有期有目的（１８１日目）の報酬の「回数」の合計がサービス開始年月日より起算して１８１日目か
ら月末までの日数を超えています

対応する

47 PJ78
★受付：有期有目的（１８１日目以降）の報酬を算定する場合、サービス提供年月はサービス開始から１８１
日目の年月以降であることが必要です

対応する

48
②支払等システ
ムの点検内容
を緩和して追加

基本報酬と加算
の合計回数
チェック

EG16 ※資格：基本報酬と加算の回数合計が当該月の日数を超えています
一部対応
する

49 EG21
※資格：基本報酬、長期入院時支援特別加算及び長期帰宅時支援加算の合計が受給者の決定支給量
（当該月の日数）－2日した日数を超えています

一部対応
する

50
対応しない

EE46
※受付：請求額集計欄の「給付率」に市町村の定める地域生活支援単位数表と異なる値が設定されていま
す

対応しない

51 EE49 ※受付：「単位数」に市町村の定める地域生活支援単位数表と異なる値が設定されています 対応しない

52 EE76 受付：長期入院等支援加算と入院時支援特別加算は併給できません 対応しない

53 EE79 ※受付：長期入院等支援加算と入院時支援特別は併給できません 対応しない

54 EG66 ※資格：重度包括の単位数単価が単価表に存在しません 対応しない

55 EG85 資格：処遇改善の加算率等を取得できませんでした 対応しない

56 EJ26 受付：利用者負担が定額の場合、請求明細書の「給付率」に０（ゼロ）以外は設定できません 対応しない

57 EK20 受付：請求明細書の請求額集計欄の「給付率に基づく・請求額」の計算値が不正です 対応しない

58 EK22 受付：請求明細書の請求額集計欄の「給付率に基づく・利用者負担額②」の計算値が不正です 対応しない

59 PT25 ※受付：実績記録票の提供実績の合計の「入院・外泊時加算（回）」が算定可能回数を超えています 対応しない

60 PT50 ※資格：実績記録票の重度包括の「利用者負担額（円）」が不正です 対応しない
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